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ります。企業イメージの向上は、採用面や、営業面に良い影響を与えます。正社員雇用についてご検討ください。
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 Front Line（フロントライン）とは「最前線」という意味です。相双地区は東日本大震災・原発事故の被災地であり、
 日本の雇用の最前線であることから、その状況をわかりやすく伝える情報誌として、このような名称としました。
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ハローワークインターネットサービスの機能拡充に伴い、令和3年9月以降の数値には、ハローワークに来所せず、オンライン上で求職登録した求職者数や、求職者が
ハローワークインターネットサービスの求人に直接応募した就職件数等が含まれている。
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5年 5年 5年 5年 5年 5年 5年 5年 5年 6年 6年 6年 6年 6年 6年 6年 6年 6年
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月

702 542 525 498 514 471 471 445 347 521 620 544 693 513 463 463 423 482

1,251 952 1,143 1,069 1,022 1,127 1,134 1,024 1,179 1,343 1,085 1,264 1,043 933 1,035 1,059 872 1,011

5年 5年 5年 5年 5年 5年 5年 5年 5年 6年 6年 6年 6年 6年 6年 6年 6年 6年
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月

2,453 2,406 2,343 2,245 2,273 2,166 2,102 2,053 1,904 1,951 2,124 2,244 2,316 2,281 2,146 2,090 2,000 2,024

3,384 3,123 3,138 3,104 3,097 3,065 3,080 3,191 3,224 3,373 3,489 3,456 3,131 3,006 2,858 2,857 2,811 2,858

職業紹介状況報告（様式1号）より集計　　

5年 5年 5年 5年 5年 5年 5年 5年 5年 6年 6年 6年 6年 6年 6年 6年 6年 6年
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月

全国 1.32 1.32 1.31 1.30 1.30 1.29 1.29 1.27 1.27 1.27 1.26 1.28 1.26 1.24 1.23 1.24 1.23 1.24

福島県 1.41 1.41 1.40 1.39 1.37 1.37 1.39 1.38 1.35 1.30 1.30 1.34 1.30 1.26 1.24 1.25 1.24 1.25

相双 1.38 1.30 1.34 1.38 1.36 1.42 1.47 1.55 1.69 1.73 1.64 1.54 1.35 1.32 1.33 1.37 1.41 1.41

＜最新の雇用失業情勢ﾃﾞｰﾀ＞ 令和　６　年　９　月分
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完全失業率 全国 ％ （前月比

完全失業者数 全国 万人 （前月比

完全失業率・完全失業者数は季節調整値となる。出典は総務省統計局「労働力調査」
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　　　　　　　　　　　　　（注）全国及び福島県の月間有効求人倍率は季節調整値、相双は原数値となる。 （福島労働局公表）

２．４

　　　　　　　　　　　　　　　　季節調整値は毎年1回（1月データ公表時）、過去にさかのぼって見直しが行われる。
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5年 5年 5年 5年 5年 5年 5年 5年 5年 6年 6年 6年 6年 6年 6年 6年 6年 6年
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月

　　就職件数 292 233 232 219 194 225 178 183 147 151 191 338 232 213 190 217 135 180

　　うち常用 269 218 215 200 186 209 167 172 133 130 172 323 219 193 178 196 127 165

合計　　　　　　　

1.24
1.25

１．２４ ＋０．０１
１．２５ ＋０．０１

※支給金額は千円未満を切り捨てています。こ
のため本月計とは一致しないことがあります。
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　（紹介月報（様式7号））

管内の雇用保険業務取扱状況       令和6年9月分
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2025年４月から
保育所等に入れなかったことを理由とする

育児休業給付金の支給対象期間延長手続きが変わります

育児休業給付金は、保育所等に入れなかったため育児休業を延長した場合に、１歳６か月に達する日前まで

（再延長で２歳に達する日前まで）支給を受けることができますが、育児休業及び給付金の延長を目的とし

て、保育所等の利用の意思がないにもかかわらず市区町村に入所を申し込むことは、制度趣旨に沿わない行

為です。制度を適切に運用するため、2025年４月以後の延長の際は、速やかな職場復帰のために保育所等

の利用申し込みをしていることをハローワークで確認させていただきますので、必ず以下の書類を提出して

いただきますようお願いします。

育児休業を取得中（取得予定）の方・育児休業給付金の申請手続きを行う事業主の方へ

●育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書

子が１歳に達する日（＊）または１歳６か月に達する日が2025年４月１日以後となる方が、育児休業給
付金の支給対象期間の延長を行う場合は、必ず次の書類を、延長時の「育児休業給付金支給申請書」に添
付してください。

必要な書類

●市区町村に保育所等の利用申し込みを行ったときの申込書の写し

●市区町村が発行する保育所等の利用ができない旨の通知（入所保留通知書、
入所不承諾通知書など）

 申込書の写しは市区町村に申し込んだものと同じものであれば、市区町村の受付印は不要です。利用申し込み
の内容を途中で変更した場合は変更後の申込書の写しを提出していただく必要があります。

 申込書の写しは全てのページを提出してください。また、市区町村に入所申し込みを行ったときに、入所保留
となることを希望する旨の書類を提出している場合は、その書類の写しも提出してください。

 申込書の写しの内容について市区町村に確認する場合があります。

 提出された申込書の写しの内容が実際の申し込み内容と異なることが判明した場合は、不正受給に該当し、不
正に受給した金額の返還と、悪質な場合はそれに加えて一定の金額の納付を命ぜられることがあります。

改正のポイント

※詳細については最寄りのハローワークへお問い合わせください

これまで

2 0 2 5年
４月から

保育所等の利用を申し込んだものの、当面入所できないことについて、市区町
村の発行する入所保留通知書などにより確認していました。

これまでの確認に加え、保育所等の利用申し込みが、速やかな職場復帰のため
に行われたものであると認められることが必要になります。

！

2025年4月から育児休業給付金の支給期間延長手続きの際は保育所等の利用

申込書の写しが必要となります。市区町村に保育所等の利用申し込みを行う際

は、必ず申込書の写し（電子申請で申し込みを行った場合は、申込内容を印刷

したもの、または、申し込みを行った画面を印刷したもの）をとって保管して

おいてください。

＊ パパ・ママ育休プラス制度の活用により、育児休業終了予定日が子が１歳に達する日後である場合は、育児休業終了日。
ただし、育児休業終了予定日が子が１歳２か月に達する日である場合は、１歳２か月に達する日

（注）「子が１歳に達する日」とは「子の１歳の誕生日の前日」のことです。

申告書の様式はこちら


